
令和４年（２０２２年）１月１７日，新型コロナウイルス感染症に関連した人権侵害を防止するため，大津地方法務局，
滋賀労働局，滋賀弁護士会，滋賀県人権擁護委員連合会，滋賀県，滋賀県教育委員会から共同メッセージを発出しました。

共同メッセージ発出式（外部リンク）https://www.youtube.com/watch?v=muxOhBI7nVQ

https://www.youtube.com/watch?v=muxOhBI7nVQ

	スライド番号 1

